
 

労働者保護ルールの見直しに関する意見書 

 

 我が国の労働者は、その大多数が雇用関係のもとで働いている。この

雇 用 労 働 者 が 安 定 的 な 雇 用 の も と で 安 心 し て 働 く こ と の で き る 環 境 を

整 備 す る こ と が 、 デ フ レ か ら の 脱 却 、 ひ い て は 日 本 経 済 ・ 社 会 の 持 続

的な成長のために必要である。  

 現在、国においては、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・

エグゼンプション」の導入、「限定正社員」制度の普及、労働者派遣法

の 見 直 し な ど と い っ た 、 労 働 者 を 保 護 す る ル ー ル の 見 直 し な ど の 議 論

が な さ れ て い る が 、 働 く 者 の 犠 牲 の 上 に 成 長 戦 略 を 描 く こ と は 許 さ れ

ることではない。  

 ま た 、 国 の 議 論 は 、 労 働 者 保 護 ル ー ル そ の も の に と ど ま ら ず 、 労 働

政 策 に 係 る 基 本 方 針 の 策 定 の あ り 方 に も 及 ん で い る 。 雇 用 ・ 労 働 政 策

は、ＩＬＯの三者構成原則に基づき労働者代表委員、使用者代表委員、

公 益 代 表 委 員 の 三 者 で 議 論 す べ き で あ り 、 国 に お い て は 労 働 者 が 安 心

して働くことができるよう、下記の事項について強く要望する。  

 
記  

 

１ 不 当 な 解 雇 と し て 裁 判 で 勝 訴 し て も 企 業 が 金 銭 さ え 払 え ば 職 場 復 帰

の 道 が 閉 ざ さ れ て し ま う 「 解 雇 の 金 銭 解 決 制 度 」 及 び 長 時 間 労 働 を

誘 発 す る お そ れ の あ る 「 ホ ワ イ ト カ ラ ー ・ エ グ ゼ ン プ シ ョ ン 」 の 導

入 や 、 解 雇 し や す い 正 社 員 を 増 や す 懸 念 の あ る 「 限 定 正 社 員 」 制 度

の普及などは、労働者の意向を踏まえ、慎重に対応すること。  

２ 労 働 者 派 遣 法 の 見 直 し は 、 低 賃 金 や 低 処 遇 の ま ま の 派 遣 労 働 の 拡 大

に つ な が り か ね な い こ と か ら 、 よ り 安 定 し た 直 接 雇 用 へ の 誘 導 と 処

遇改善に向けた制度を整備すること。  

３ 雇 用 ・ 労 働 政 策 に 係 る 議 論 は 、 Ｉ Ｌ Ｏ の 三 者 構 成 原 則 に の っ と っ て

行うこと。  
 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
 

平成２６年６月２６日  
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